
○銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)  別紙様式第１号 

 

改正案 現行 

別紙様式第１号（第 18 条第１項関係）                              （日本工業規格Ａ４）

 

（略） 

 

目        次 

第１～第５ （略） 

（記載上の注意） 

１～５ （略） 

６ 上場会社等（金融商品取引法第 24 条の４の７第１項の規定により四半期報告書（同項に規定

する四半期報告書をいう。以下この６において同じ。）を提出しなければならない会社（同条第

２項の規定により四半期報告書を提出する会社を含む。）をいう。）である銀行にあつては、こ

の様式中、第２ 中間貸借対照表、第３ 中間損益計算書、第４ 中間株主資本等変動計算書、

第５ 中間キャッシュ・フロー計算書については、一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

の作成基準に準じて作成すること。 

 

（略） 

 

第２    第  期中（    年    月    日現在）中間貸借対照表 

 

（略） 

 

（記載上の注意） 

１  （略） 

⑴～⑸ （略） 

（削る） 

 

（削る） 

（削る） 

 

（削る） 

 

 

 

 

（削る） 

 

⑹～⑽  （略） 

（削る） 

 

別紙様式第１号（第 18 条第１項関係）                              （日本工業規格Ａ４） 

 

（略） 

 

目        次 

第１～第５ （略） 

（記載上の注意） 

１～５ （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

第２    第  期中（    年    月    日現在）中間貸借対照表 

 

（略） 

 

（記載上の注意） 

１ （略） 

⑴～⑸ （略） 

⑹  有形固定資産及び無形固定資産の償却年数又は残存価額を変更したときは、その旨。ただ

し、その変更が軽微であるときは、この限りでない。 

⑺  有形固定資産の減価償却累計額及び圧縮記帳額 

⑻  資産に係る引当金を直接控除した場合における各資産の資産項目別の引当金の金額（一括

して注記することが適当な場合にあつては、適宜一括した引当金の金額） 

⑼  取締役、監査役及び執行役との間の取引による取締役、監査役及び執行役に対する金銭債

権があるときは、その総額。ただし、総合口座取引における当座貸越及び預金又は長期信用

銀行債等（預金保険法第２条第２項第５号に規定する長期信用銀行債等をいう。以下同じ。）

を担保とする貸付金（担保とされた預金及び長期信用銀行債等の総額を超えないものに限

る。）は、この限りでない。 

⑽  取締役、監査役及び執行役との間の取引による取締役、監査役及び執行役に対する金銭債

務があるときは、その総額。ただし、預金及び長期信用銀行債等はこの限りでない。 

⑾～⒂  （略） 

⒃  会社計算規則第２条第３項第 72 号に規定する連結配当規制適用会社については、当該事業

年度の末日が最終事業年度の末日となる時後、連結配当規制適用会社となる旨 



○銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)  別紙様式第１号 

改正案 現行 

⑾～⒃  （略） 

２・３ （略）  

（以下略） 

⒄～(22) （略） 

２・３ （略） 

（以下略） 

 



○銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)  別紙様式第１号の２ 

 

改正案 現行 

別紙様式第１号の２（第 18 条第１項関係）                             （日本工業規格Ａ４）

 

（略） 

 

目        次 

第１～第５ （略） 

（記載上の注意） 

１～５ （略） 

６ 上場会社等（金融商品取引法第 24 条の４の７第１項の規定により四半期報告書（同項に規定

する四半期報告書をいう。以下この６において同じ。）を提出しなければならない会社（同条第

２項の規定により四半期報告書を提出する会社を含む。）をいう。）である銀行にあつては、こ

の様式中、第２ 中間貸借対照表、第３ 中間損益計算書、第４ 中間株主資本等変動計算書、

第５ 中間キャッシュ・フロー計算書については、一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

の作成基準に準じて作成すること。 

 

（略） 

 

第２    第  期中（    年    月    日現在）中間貸借対照表 

 

（略） 

 

（記載上の注意） 

１  （略） 

⑴～⑸ （略） 

（削る） 

 

（削る） 

（削る） 

 

（削る） 

 

 

 

 

（削る） 

 

⑹～⑽  （略） 

（削る） 

 

別紙様式第１号の２（第 18 条第１項関係）                             （日本工業規格Ａ４） 

 

（略） 

 

目        次 

第１～第５ （略） 

（記載上の注意） 

１～５ （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

第２    第  期中（    年    月    日現在）中間貸借対照表 

 

（略） 

 

（記載上の注意） 

１ （略） 

⑴～⑸ （略） 

⑹  有形固定資産及び無形固定資産の償却年数又は残存価額を変更したときは、その旨。ただ

し、その変更が軽微であるときは、この限りでない。 

⑺  有形固定資産の減価償却累計額及び圧縮記帳額 

⑻  資産に係る引当金を直接控除した場合における各資産の資産項目別の引当金の金額（一括

して注記することが適当な場合にあつては、適宜一括した引当金の金額） 

⑼  取締役、監査役及び執行役との間の取引による取締役、監査役及び執行役に対する金銭債

権があるときは、その総額。ただし、総合口座取引における当座貸越及び預金又は長期信用

銀行債等（預金保険法第２条第２項第５号に規定する長期信用銀行債等をいう。以下同じ。）

を担保とする貸付金（担保とされた預金及び長期信用銀行債等の総額を超えないものに限

る。）は、この限りでない。 

⑽  取締役、監査役及び執行役との間の取引による取締役、監査役及び執行役に対する金銭債

務があるときは、その総額。ただし、預金及び長期信用銀行債等はこの限りでない。 

⑾～⒂  （略） 

⒃  会社計算規則第２条第３項第 72 号に規定する連結配当規制適用会社については、当該事業

年度の末日が最終事業年度の末日となる時後、連結配当規制適用会社となる旨 



○銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)  別紙様式第１号の２ 

改正案 現行 

⑾～⒃  （略） 

２・３ （略） 

（以下略） 

⒄～(22) （略） 

２・３ （略） 

（以下略） 

 



○銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)  別紙様式第２号 

 

改正案 現行 

別紙様式第２号(第 18 条第１項関係)                              （日本工業規格Ａ４） 

 

（略） 

 

第２    年    月    日現在中間貸借対照表 

 

（略） 

 

(記載上の注意) 

１  （略） 

⑴～⑸ （略） 

（削る） 

 

（削る） 

（削る） 

 

 

（削る） 

 

⑹～⑿ （略） 

２・３ （略） 

（以下略） 

別紙様式第２号(第 18 条第１項関係)                              （日本工業規格Ａ４） 

 

（略） 

 

第２    年    月    日現在中間貸借対照表 

 

（略） 

 

(記載上の注意) 

１  （略） 

⑴～⑸ （略） 

⑹  有形固定資産及び無形固定資産の償却年数又は残存価額を変更したときは、その旨。ただ

し、その変更が軽微であるときは、この限りでない。 

⑺  有形固定資産の減価償却累計額及び圧縮記帳額 

⑻  支店の代表者との間の取引による支店の代表者に対する金銭債権があるときは、その総額。

ただし、総合口座取引における当座貸越及び預金を担保とする貸付金（担保とされた預金の

額を超えないものに限る。）は、この限りでない。 

⑼  支店の代表者との間の取引による支店の代表者に対する金銭債務があるときは、その総額。

ただし、預金はこの限りでない。 

⑽～⒃ （略） 

２・３ （略）   

（以下略） 

 



○銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)  別紙様式第２号の２ 

 

改正案 現行 

別紙様式第２号の２(第 18 条第１項関係)                              （日本工業規格Ａ４）

 

（略） 

 

第２    年    月    日現在中間貸借対照表 

 

（略） 

 

 (記載上の注意) 

１  （略） 

⑴～⑸ （略） 

（削る） 

 

（削る） 

（削る） 

 

 

（削る） 

 

⑹～⑿ （略） 

２・３ （略） 

（以下略） 

別紙様式第２号の２(第 18 条第１項関係)                              （日本工業規格Ａ４） 

 

（略） 

 

第２    年    月    日現在中間貸借対照表 

 

（略） 

 

(記載上の注意) 

１  （略） 

⑴～⑸ （略） 

⑹  有形固定資産及び無形固定資産の償却年数又は残存価額を変更したときは、その旨。ただ

し、その変更が軽微であるときは、この限りでない。 

⑺  有形固定資産の減価償却累計額及び圧縮記帳額 

⑻  支店の代表者との間の取引による支店の代表者に対する金銭債権があるときは、その総額。

ただし、総合口座取引における当座貸越及び預金を担保とする貸付金（担保とされた預金の

額を超えないものに限る。）は、この限りでない。 

⑼  支店の代表者との間の取引による支店の代表者に対する金銭債務があるときは、その総額。

ただし、預金はこの限りでない。 

⑽～⒃ （略） 

２・３ （略） 

（以下略） 

 



○銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)  別紙様式第３号 

 

改正案 現行 

別紙様式第３号（第 18 条第２項関係）                              （日本工業規格Ａ４）

 

（略） 

 

第２    第  期末（    年    月    日現在）貸借対照表 

 

（略） 

 

（記載上の注意） 

１  （略） 

⑴～⑽ （略） 

⑾  リースにより使用する有形固定資産及び無形固定資産に関する事項（会社計算規則第 139

条の規定に従い記載すること。） 

⑿～(27) （略）  

２～５ （略） 

（以下略） 

別紙様式第３号（第 18 条第２項関係）                              （日本工業規格Ａ４） 

 

（略） 

 

第２    第  期末（    年    月    日現在）貸借対照表 

 

（略） 

 

（記載上の注意） 

１  （略） 

⑴～⑽ （略）  

⑾  リースにより使用する有形固定資産に関する事項（会社計算規則第 139 条の規定に従い記

載すること。） 

⑿～(27) （略） 

２～５ （略） 

（以下略） 

 



○銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)  別紙様式第３号の２ 

 

改正案 現行 

別紙様式第３号の２（第 18 条第２項関係）                             （日本工業規格Ａ４）

 

（略） 

 

第２    第  期末（    年    月    日現在）貸借対照表 

 

（略） 

 

（記載上の注意） 

１  （略） 

⑴～⑽ （略） 

⑾  リースにより使用する有形固定資産及び無形固定資産に関する事項（会社計算規則第 139

条の規定に従い記載すること。） 

⑿～(27) （略） 

２～５ （略） 

（以下略） 

別紙様式第３号の２（第 18 条第２項関係）                             （日本工業規格Ａ４） 

 

（略） 

 

第２    第  期末（    年    月    日現在）貸借対照表 

 

（略） 

 

（記載上の注意） 

１  （略） 

⑴～⑽ （略） 

⑾  リースにより使用する有形固定資産に関する事項（会社計算規則第 139 条の規定に従い記

載すること。） 

⑿～(27) （略） 

２～５ （略） 

（以下略） 

 



○銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)  別紙様式第４号 

 

改正案 現行 

別紙様式第４号（第 18 条第２項関係）                              （日本工業規格Ａ４）

 

（略） 

 

第２          年    月    日現在  貸借対照表 

 

（略） 

 

（記載上の注意） 

１  （略） 

⑴～⑺ （略） 

⑻  リースにより使用する有形固定資産及び無形固定資産に関する事項（会社計算規則第 139

条の規定に従い記載すること。） 

⑼～ ⒄ （略） 

２～５ （略） 

（以下略） 

別紙様式第４号（第 18 条第２項関係）                              （日本工業規格Ａ４） 

 

（略） 

 

第２          年    月    日現在  貸借対照表 

 

（略） 

 

（記載上の注意） 

１  （略） 

⑴～⑺ （略） 

⑻  リースにより使用する有形固定資産に関する事項（会社計算規則第 139 条の規定に従い記

載すること。） 

⑼～ ⒄ （略） 

２～５ （略） 

（以下略） 

 



○銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)  別紙様式第４号の２ 

 

改正案 現行 

別紙様式第４号の２（第 18 条第２項関係）                             （日本工業規格Ａ４）

 

（略） 

 

第２          年    月    日現在  貸借対照表 

 

（略） 

 

（記載上の注意） 

１  （略） 

⑴～⑺ （略） 

⑻  リースにより使用する有形固定資産及び無形固定資産に関する事項（会社計算規則第 139

条の規定に従い記載すること。） 

⑼～ ⒄ （略） 

２～５ （略） 

（以下略） 

別紙様式第４号の２（第 18 条第２項関係）                             （日本工業規格Ａ４） 

 

（略） 

 

第２          年    月    日現在  貸借対照表 

 

（略） 

 

（記載上の注意） 

１  （略） 

⑴～⑺ （略） 

⑻  リースにより使用する有形固定資産に関する事項（会社計算規則第 139 条の規定に従い記

載すること。） 

⑼～ ⒄ （略） 

２～５ （略） 

（以下略） 

 



○銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)  別紙様式第５号 

 

改正案 現行 

別紙様式第５号（第 18 条第３項関係）                          （日本工業規格Ａ４） 

 

（略） 

 

目        次 

第１・２ （略） 

（記載上の注意） 
１～４ （略） 
５ 上場会社等（金融商品取引法第 24 条の４の７第１項の規定により四半期報告書（同項に規定

する四半期報告書をいう。以下この５において同じ。）を提出しなければならない会社（同条第

２項の規定により四半期報告書を提出する会社を含む。）をいう。）である銀行にあつては、こ

の様式中、第２ 中間連結財務諸表については、一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準じて作成すること。 
 

（略） 
 

第２    中間連結財務諸表 
 

（略） 

 

２   （     年    月    日現在）中間連結貸借対照表 

 

（略） 

 

（記載上の注意） 

１ （略） 

⑴～⑸ （略） 

（削る） 

 

（削る） 

（削る） 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

（削る） 

別紙様式第５号（第 18 条第３項関係）                          （日本工業規格Ａ４） 

 

（略） 

 

目        次 

第１・２ （略） 

（記載上の注意） 
１～４ （略） 
（新設） 

 
 
 
 
 

（略） 
 

第２    中間連結財務諸表 
 

（略） 

 

２   （     年    月    日現在）中間連結貸借対照表 

 

（略） 

 

（記載上の注意） 

１ （略） 

⑴～⑸ （略） 

⑹  有形固定資産及び無形固定資産の償却年数又は残存価額を変更したときは、その旨。ただし、

その変更が軽微であるときは、この限りでない。 

⑺  有形固定資産の減価償却累計額及び圧縮記帳額 

⑻  資産に係る引当金を直接控除した場合における資産の資産科目別の引当金の金額（一括して

注記することが適当な場合にあつては、適宜一括した引当金の金額） 

⑼  銀行の取締役、監査役及び執行役との間の取引による当該取締役、監査役及び執行役に対す

る銀行及びその子会社等の金銭債権があるときは、その総額。ただし、銀行及びその子会社等

である金融機関との間の総合口座取引における当座貸越及び預金又は長期信用銀行債等（預金

保険法第２条第２項第５号に規定する長期信用銀行債等をいう。以下同じ。）を担保とする貸

付金（担保とされた預金及び長期信用銀行債等の総額を超えないものに限る。）は、この限り

でない。 

⑽  銀行の取締役、監査役及び執行役との間の取引による当該取締役、監査役及び執行役に対す



○銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)  別紙様式第５号 

改正案 現行 

 

 

⑹～⒂  （略） 

２～５ （略） 

（以下略） 

る銀行及びその子会社等の金銭債務があるときは、その総額。ただし、預金及び長期信用銀

行債等はこの限りでない。 

⑾～⒇ （略） 

２～５ （略） 

（以下略） 

 



○銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)  別紙様式第５号の２ 

 

改正案 現行 

別紙様式第５号の２（第 18 条第４項関係）                         （日本工業規格Ａ４） 

 

（略） 

 

第２     連結財務諸表 
 

（略） 

 

２   （     年    月    日現在）連結貸借対照表 

 

（略） 

 

（記載上の注意） 

１ （略） 

⑴～⑻ （略） 

⑼ リースにより使用する有形固定資産及び無形固定資産に関する事項（会社計算規則第 139

条の規定に従い記載すること。） 

⑽～(21) （略） 

２～６ （略） 

（以下略） 

別紙様式第５号の２（第 18 条第４項関係）                         （日本工業規格Ａ４） 

 

（略） 

 

第２     連結財務諸表 
 

（略） 

 

２   （     年    月    日現在）連結貸借対照表 

 

（略） 

 

（記載上の注意） 

１ （略） 

⑴～⑻ （略） 

⑼ リースにより使用する有形固定資産に関する事項（会社計算規則第 139 条の規定に従い記

載すること。） 

⑽～(21) （略） 

２～６ （略） 

（以下略） 

 



○銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)  別紙様式第６号 

 

改正案 現行 

別紙様式第６号（第 19 条第１項及び第６項関係） 

第１    第        期   中  間  決    算    公    告 

 

（略） 

 

中間貸借対照表（     年    月    日現在） 

 

（略） 

 

（記載上の注意） 

１  （略） 

⑴～⑸  （略） 

（削る） 

 

（削る） 

（削る） 

 

（削る） 

 

 

 

 

（削る） 

 

⑹～⑽  （略） 

（削る） 

 

⑾～⒄ （略） 

２・３ （略） 

 

（略） 

 

第２    第        期   中  間  決    算    公    告（要旨） 

 

（略） 

 

中間貸借対照表（     年    月    日現在） 

 

（略） 

別紙様式第６号（第 19 条第１項及び第６項関係） 

第１    第        期   中  間  決    算    公    告 

 

（略） 

 

中間貸借対照表（     年    月    日現在） 

 

（略） 

 

（記載上の注意） 

１  （略） 

⑴～⑸ （略） 

⑹  有形固定資産及び無形固定資産の償却年数又は残存価額を変更したときは、その旨。ただ

し、その変更が軽微であるときは、この限りでない。 

⑺  有形固定資産の減価償却累計額及び圧縮記帳額 

⑻  資産に係る引当金を直接控除した場合における各資産の資産項目別の引当金の金額（一括

して注記することが適当な場合にあつては、適宜一括した引当金の金額） 

⑼  取締役、監査役及び執行役との間の取引による取締役、監査役及び執行役に対する金銭債

権があるときは、その総額。ただし、総合口座取引における当座貸越及び預金又は長期信用

銀行債等（預金保険法第２条第２項第５号に規定する長期信用銀行債等をいう。以下同じ。）

を担保とする貸付金（担保とされた預金及び長期信用銀行債等の総額を超えないものに限

る。）は、この限りでない。 

⑽  取締役、監査役及び執行役との間の取引による取締役、監査役及び執行役に対する金銭債

務があるときは、その総額。ただし、預金及び長期信用銀行債等はこの限りでない。 

⑾～⒂  （略） 

⒃  会社計算規則第２条第３項第 72 号に規定する連結配当規制適用会社については、当該事業

年度の末日が最終事業年度の末日となる時後、連結配当規制適用会社となる旨 

⒄～(23) （略） 

２・３ （略） 

 

（略） 

 

第２    第        期   中  間  決    算    公    告（要旨） 

 

（略） 

 

中間貸借対照表（     年    月    日現在） 

 

（略） 



○銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)  別紙様式第６号 

改正案 現行 

 

（記載上の注意） 

１ （略） 

⑴～⑷ （略） 

（削る） 

⑸～⑺ （略） 

２ （略） 

（以下略） 

 

（記載上の注意） 

１ （略） 

⑴～⑷ （略） 

⑸ 有形固定資産の減価償却累計額及び圧縮記帳額 

⑹～⑻ （略） 

２ （略） 

（以下略）  
 



○銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)  別紙様式第６号の２ 

 

改正案 現行 

別紙様式第６号の２（第 19 条第１項及び第６項関係） 

第１    第        期   中  間  決    算    公    告 

 

（略） 

 

中間貸借対照表（     年    月    日現在） 

 

（略） 

 

（記載上の注意） 

１  （略） 

⑴～⑸  （略）  

（削る） 

 

（削る） 

（削る） 

 

（削る） 

 

 

 

 

（削る） 

 

⑹～⑽  （略） 

（削る） 

 

⑾～⒄ （略） 

２・３ （略） 

 

（略） 

 

第２    第        期   中  間  決    算    公    告（要旨） 

 

（略） 

 

中間貸借対照表（     年    月    日現在） 

 

（略） 

別紙様式第６号の２（第 19 条第１項及び第６項関係） 

第１    第        期   中  間  決    算    公    告 

 

（略） 

 

中間貸借対照表（     年    月    日現在） 

 

（略） 

 

（記載上の注意） 

１  （略） 

⑴～⑸ （略）  

⑹  有形固定資産及び無形固定資産の償却年数又は残存価額を変更したときは、その旨。ただ

し、その変更が軽微であるときは、この限りでない。 

⑺  有形固定資産の減価償却累計額及び圧縮記帳額 

⑻  資産に係る引当金を直接控除した場合における各資産の資産項目別の引当金の金額（一括

して注記することが適当な場合にあつては、適宜一括した引当金の金額） 

⑼  取締役、監査役及び執行役との間の取引による取締役、監査役及び執行役に対する金銭債

権があるときは、その総額。ただし、総合口座取引における当座貸越及び預金又は長期信用

銀行債等（預金保険法第２条第２項第５号に規定する長期信用銀行債等をいう。以下同じ。）

を担保とする貸付金（担保とされた預金及び長期信用銀行債等の総額を超えないものに限

る。）は、この限りでない。 

⑽  取締役、監査役及び執行役との間の取引による取締役、監査役及び執行役に対する金銭債

務があるときは、その総額。ただし、預金及び長期信用銀行債等はこの限りでない。 

⑾～⒂  （略） 

⒃  会社計算規則第２条第３項第 72 号に規定する連結配当規制適用会社については、当該事業

年度の末日が最終事業年度の末日となる時後、連結配当規制適用会社となる旨 

⒄～(23) （略） 

２・３ （略） 

 

（略） 

 

第２    第        期   中  間  決    算    公    告（要旨） 

 

（略） 

 

中間貸借対照表（     年    月    日現在） 

 

（略） 



○銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)  別紙様式第６号の２ 

改正案 現行 

 

（記載上の注意） 

１ （略） 

⑴～⑷ （略）  

（削る） 

⑸～⑺ （略） 

２ （略） 

（以下略） 

 

（記載上の注意） 

１ （略） 

⑴～⑷ （略）  

⑸ 有形固定資産の減価償却累計額及び圧縮記帳額 

⑹～⑻ （略） 

２ （略） 

（以下略） 
 



○銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)  別紙様式第６号の３ 

 

改正案 現行 

別紙様式第６号の３（第 19 条第１項及び第６項関係） 

第１    第        期    決    算    公    告  

 

（略） 

 

貸借対照表（     年    月    日現在） 

 

（略） 

 

（記載上の注意） 

１  （略） 

⑴～⑽ （略） 

⑾  リースにより使用する有形固定資産及び無形固定資産に関する事項（会社計算規則第 139

条の規定に従い記載すること。） 

⑿～(28) （略） 

２～５ （略） 

（以下略） 

別紙様式第６号の３（第 19 条第１項及び第６項関係） 

第１    第        期    決    算    公    告  

 

（略） 

 

貸借対照表（     年    月    日現在） 

 

（略） 

 

（記載上の注意） 

１  （略） 

⑴～⑽ （略） 

⑾  リースにより使用する有形固定資産に関する事項（会社計算規則第 139 条の規定に従い記

載すること。） 

⑿～(28) （略） 

２～５ （略） 

（以下略） 

 



○銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)  別紙様式第６号の４ 

 

改正案 現行 

別紙様式第６号の４（第 19 条第１項及び第６項関係） 

第１    第        期    決    算    公    告  

 

（略） 

 

貸借対照表（     年    月    日現在） 

 

（略） 

 

（記載上の注意） 

１  （略） 

⑴～⑽ （略） 

⑾  リースにより使用する有形固定資産及び無形固定資産に関する事項（会社計算規則第 139

条の規定に従い記載すること。） 

⑿～(28) （略） 

２～５ （略） 

（以下略） 

別紙様式第６号の４（第 19 条第１項及び第６項関係） 

第１    第        期    決    算    公    告  

 

（略） 

 

貸借対照表（     年    月    日現在） 

 

（略） 

 

（記載上の注意） 

１  （略） 

⑴～⑽ （略） 

⑾  リースにより使用する有形固定資産に関する事項（会社計算規則第 139 条の規定に従い記

載すること。） 

⑿～(28) （略） 

２～５ （略） 

（以下略） 

 



○銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)  別紙様式第７号 

 

改正案 現行 

別紙様式第７号（第 19 条第１項及び第６項関係）  

第 1      第     期  中 間 決 算 公 告 

 

（略） 

 

中間貸借対照表（  年  月  日現在） 

                                     

 

（略） 

 

（記載上の注意） 

１  （略） 

⑴～⑸ （略）  

（削る） 

 

（削る） 

（削る） 

 

 

（削る） 

 

⑹～⑿ （略） 

２・３ （略） 

 

（略） 

 

第２     第     期  中 間 決 算 公 告（要旨） 

 

（略） 

 

中間貸借対照表（  年  月  日現在） 

 

（略） 

 

（記載上の注意） 

１ （略） 

⑴・⑵ （略）  

(削る) 

⑶・⑷ （略）  

別紙様式第７号（第 19 条第１項及び第６項関係）  

第 1      第     期  中 間 決 算 公 告 

 

（略） 

 

中間貸借対照表（  年  月  日現在） 

                                     

 

（略） 

 

(記載上の注意） 

１  （略） 

⑴～⑸ （略）  

⑹  有形固定資産及び無形固定資産の償却年数又は残存価額を変更したときは、その旨。ただ

し、その変更が軽微であるときは、この限りでない。 

⑺  有形固定資産の減価償却累計額及び圧縮記帳額 

⑻  支店の代表者との間の取引による支店の代表者に対する金銭債権があるときは、その総額。

ただし、総合口座取引における当座貸越及び預金を担保とする貸付金（担保とされた預金の

額を超えないものに限る。）は、この限りでない。 

⑼  支店の代表者との間の取引による支店の代表者に対する金銭債務があるときは、その総額。

ただし、預金はこの限りでない。 

⑽～⒃ （略） 

２・３ （略） 

 

（略） 

 

第２     第     期  中 間 決 算 公 告（要旨） 

 

（略） 

 

中間貸借対照表（  年  月  日現在） 

 

（略） 

 

（記載上の注意） 

１ （略） 

⑴・⑵ （略）  

⑶  有形固定資産の減価償却累計額及び圧縮記帳額 

⑷・⑸ （略）  



○銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)  別紙様式第７号 

改正案 現行 

２  （略） 

（以下略） 

２  （略） 

（以下略） 

 



○銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)  別紙様式第７号の２ 

 

改正案 現行 

別紙様式第７号の２（第 19 条第１項及び第６項関係）  

第 1      第     期  中 間 決 算 公 告 

 

（略） 

 

中間貸借対照表（  年  月  日現在） 

                                     

 

（略） 

 

（記載上の注意） 

１  （略） 

⑴～⑸ （略）  

（削る） 

 

（削る） 

（削る） 

 

 

（削る） 

 

⑹～⑿ （略） 

２・３ （略） 

 

（略） 

 

第２     第     期  中 間 決 算 公 告（要旨） 

 

（略） 

 

中間貸借対照表（  年  月  日現在） 

 

（略） 

 

（記載上の注意） 

１ （略） 

⑴・⑵ （略）  

(削る) 

⑶・⑷ （略）  

別紙様式第７号の２（第 19 条第１項及び第６項関係）  

第 1      第     期  中 間 決 算 公 告 

 

（略） 

 

中間貸借対照表（  年  月  日現在） 

                                     

 

（略） 

 

（記載上の注意） 

１  （略） 

⑴～⑸ （略）  

⑹  有形固定資産及び無形固定資産の償却年数又は残存価額を変更したときは、その旨。ただ

し、その変更が軽微であるときは、この限りでない。 

⑺  有形固定資産の減価償却累計額及び圧縮記帳額 

⑻  支店の代表者との間の取引による支店の代表者に対する金銭債権があるときは、その総額。

ただし、総合口座取引における当座貸越及び預金を担保とする貸付金（担保とされた預金の

額を超えないものに限る。）は、この限りでない。 

⑼  支店の代表者との間の取引による支店の代表者に対する金銭債務があるときは、その総額。

ただし、預金はこの限りでない。 

⑽～⒃ （略） 

２・３ （略） 

 

（略） 

 

第２     第     期  中 間 決 算 公 告（要旨） 

 

（略） 

 

中間貸借対照表（  年  月  日現在） 

 

（略） 

 

（記載上の注意） 

１ （略） 

⑴・⑵ （略）  

⑶  有形固定資産の減価償却累計額及び圧縮記帳額 

⑷・⑸ （略）  



○銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)  別紙様式第７号の２ 

改正案 現行 

２  （略） 

（以下略） 

２  （略） 

（以下略） 

 



○銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)  別紙様式第７号の３ 

 

改正案 現行 

別紙様式第７号の３（第 19 条第１項及び第６項関係） 

第 1     第     期  決 算 公 告 

 

（略） 

 

貸借対照表（  年  月  日現在） 

 

（略） 

 

（記載上の注意） 

１  （略） 

⑴～⑺ （略）  

⑻  リースにより使用する有形固定資産及び無形固定資産に関する事項（会社計算規則第 139

条の規定に従い記載すること。） 

⑼～⒄ （略） 

２～５ （略） 

（以下略） 

別紙様式第７号の３（第 19 条第１項及び第６項関係） 

第 1     第     期  決 算 公 告 

 

（略） 

 

貸借対照表（  年  月  日現在） 

 

（略） 

 

（記載上の注意） 

１  （略） 

⑴～⑺ （略） 

⑻  リースにより使用する有形固定資産に関する事項（会社計算規則第 139 条の規定に従い記

載すること。） 

⑼～⒄ （略） 

２～５ （略） 

（以下略） 

 



○銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)  別紙様式第７号の４ 

 

改正案 現行 

別紙様式第７号の４（第 19 条第１項及び第６項関係） 

第 1     第     期  決 算 公 告 

 

（略） 

 

貸借対照表（  年  月  日現在） 

 

（略） 

 

（記載上の注意） 

１  （略） 

⑴～⑺ （略） 

⑻  リースにより使用する有形固定資産及び無形固定資産に関する事項（会社計算規則第 139

条の規定に従い記載すること。） 

⑼～⒄ （略） 

２～５ （略） 

（以下略） 

別紙様式第７号の４（第 19 条第１項及び第６項関係） 

第 1     第     期  決 算 公 告 

 

（略） 

 

貸借対照表（  年  月  日現在） 

 

（略） 

 

（記載上の注意） 

１  （略） 

⑴～⑺ （略） 

⑻  リースにより使用する有形固定資産に関する事項（会社計算規則第 139 条の規定に従い記

載すること。） 

⑼～⒄ （略） 

２～５ （略） 

（以下略） 

 



○銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)  別紙様式第８号 

 

改正案 現行 

別紙様式第８号（第 19 条第２項及び第６項関係） 

第１    第        期    中 間 決  算  公  告 

 

（略） 

 

中間連結貸借対照表（     年    月    日現在） 

 

(略) 

 

（記載上の注意） 

１  （略） 

２ （略） 

⑴～⑸ （略） 

（削る） 

 

（削る） 

（削る） 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

（削る） 

 

 

⑹～⒃ （略） 

３～６ （略）   

 

（略） 

 

第２    第        期    中 間 決  算  公  告（要 旨） 

 

（略） 

 

中間連結貸借対照表（     年    月    日現在） 

 

（略） 

別紙様式第８号（第 19 条第２項及び第６項関係） 

第１    第        期    中 間 決  算  公  告 

 

（略） 

 

中間連結貸借対照表（     年    月    日現在） 

 

（略） 

 

（記載上の注意） 

１  （略） 

２ （略） 

⑴～⑸ （略）  

⑹  有形固定資産及び無形固定資産の償却年数又は残存価額を変更したときは、その旨。ただ

し、その変更が軽微であるときは、この限りでない。 

⑺  有形固定資産の減価償却累計額及び圧縮記帳額 

⑻  資産に係る引当金を直接控除した場合における資産の資産科目別の引当金の金額（一括し

て注記することが適当な場合にあつては、適宜一括した引当金の金額） 

⑼  銀行の取締役、監査役及び執行役との間の取引による当該取締役、監査役及び執行役に対

する銀行及びその子会社等の金銭債権があるときは、その総額。ただし、銀行及びその子会

社等である金融機関との間の総合口座取引における当座貸越及び預金又は長期信用銀行債

等（預金保険法第２条第２項第５号に規定する長期信用銀行債等をいう。以下同じ。）を担

保とする貸付金（担保とされた預金及び長期信用銀行債等の総額を超えないものに限る。）

は、この限りでない。 

⑽  銀行の取締役、監査役及び執行役との間の取引による当該取締役、監査役及び執行役に対

する銀行及びその子会社等の金銭債務があるときは、その総額。ただし、預金及び長期信用

銀行債等はこの限りでない。 

⑾～(21) （略） 

３～６ （略） 

 

（略） 

 

第２    第        期    中 間 決  算  公  告（要 旨） 

 

（略） 

 

中間連結貸借対照表（     年    月    日現在） 

 

（略） 



○銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)  別紙様式第８号 

改正案 現行 

 

（記載上の注意） 

１  （略） 

⑴～⑷ （略）  

（削る） 

⑸～⑺ （略） 

２ （略） 

（以下略） 

 

（記載上の注意） 

１  （略） 

⑴～⑷ （略）  

⑸ 有形固定資産の減価償却累計額及び圧縮記帳額 

⑹～⑻ （略） 

２ （略） 

（以下略） 

 



○銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)  別紙様式第８号の２ 

 

改正案 現行 

別紙様式第８号の２（第 19 条第２項及び第６項関係） 

第１   第     期    決    算    公    告 

 

（略） 

 

連結貸借対照表（     年    月    日現在） 

 

（略） 

 

（記載上の注意） 

１ （略） 

２ （略） 

⑴～⑻ （略） 

⑼ リースにより使用する有形固定資産及び無形固定資産に関する事項（会社計算規則第 139

条の規定に従い記載すること。） 

⑽～(22) （略） 

３～７ （略） 

  （以下略） 

別紙様式第８号の２（第 19 条第２項及び第６項関係） 

第１   第     期    決    算    公    告 

 

（略） 

 

連結貸借対照表（     年    月    日現在） 

 

（略） 

 

（記載上の注意） 

１ （略） 

２ （略） 

⑴～⑻ （略）  

⑼ リースにより使用する有形固定資産に関する事項（会社計算規則第 139 条の規定に従い記

載すること。） 

⑽～(22) （略） 

３～７ （略） 

  （以下略） 

 



○銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)  別紙様式第９号 

 

改正案 現行 

別紙様式第９号（第 20 条第１項関係） 

年    月    日から 

第    期                         事業報告 

年    月    日まで 

 

（略） 

 

１ 当行の現況に関する事項 

⑴～⑹ （略） 

⑺  事業譲渡等の状況 

 

（略） 

 

（記載上の注意） 

（略） 

１・２ （略） 

３ 他の会社（外国会社を含む。）の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分のうち重

要なもの 

４ （略） 

⑻ （略） 

 

２ 会社役員（取締役、会計参与、監査役及び執行役）に関する事項  

⑴ （略） 

⑵  会社役員に対する報酬等 

（単位：百万円） 

区 分 報 酬 等 

取 締 役  

会 計 参 与  

監 査 役  

執 行 役  

計  

（記載上の注意） 

１～３ （略） 

４ 会社役員（社外役員を除く。）が当該銀行の支配人その他の使用人を兼ねている場合における

当該支配人その他の使用人としての報酬等の金額を欄外に記載すること（報酬以外の金額につ

いては、その金額を括弧内書すること。）。 

５ 会社役員に対する定款又は株主総会で定められた報酬限度額を欄外に記載すること。ただし、

委員会設置会社にあつては、記載を要しない。  

別紙様式第９号（第 20 条第１項関係） 

年    月    日から 

第    期                         事業報告 

年    月    日まで 

 

（略） 

 

１ 当行の現況に関する事項 

⑴～⑹ （略） 

⑺  事業譲渡等の状況 

 

（略） 

 

（記載上の注意） 

（略） 

１・２ （略） 

３ 他の会社（外国会社を含む。）の株式その他の持分又は新株予約権等の取得のうち重要なもの 

 

４ （略） 

⑻ （略） 

 

２ 会社役員（取締役、会計参与、監査役及び執行役）に関する事項  

⑴ （略） 

⑵  会社役員に対する報酬等 

（単位：百万円） 

区 分 報 酬 等 
定款又は株主総会で定められた報 

酬限度額 

取 締 役   

会 計 参 与   

監 査 役   

執 行 役   

計   

（記載上の注意） 

１～３ （略） 

４ 「報酬等」には、会社役員（社外役員を除く。）が当該銀行の支配人その他の使用人を兼ねて

いる場合における当該支配人その他の使用人としての報酬等を含み、当該金額を欄外に記載す

ること（報酬以外の金額については、その金額を括弧内書すること。）。 

（新設） 

 



○銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)  別紙様式第９号 

改正案 現行 

６・７ （略） 

（削る） 

（以下略） 

５・６ （略）  

７ 委員会設置会社にあつては、「定款又は株主総会で定められた報酬限度額」の設欄は要しない。 

（以下略） 

 



○銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)  別紙様式第９号の２ 

 

改正案 現行 

別紙様式第９号の２（第 20 条第１項関係） 

年    月    日から 

第    期                         事業報告 

年    月    日まで 

 

（略） 

 

１ 当行の現況に関する事項 

⑴～⑹ （略） 

⑺  事業譲渡等の状況 

 

（略） 

 

（記載上の注意） 

（略） 

１・２ （略） 

３ 他の会社（外国会社を含む。）の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分のうち重

要なもの 

４ （略） 

⑻ （略） 

 

２ 会社役員（取締役、会計参与、監査役及び執行役）に関する事項 

⑴ （略） 

⑵  会社役員に対する報酬等 

（単位：百万円） 

区 分 報 酬 等 

取 締 役  

会 計 参 与  

監 査 役  

執 行 役  

計  

（記載上の注意） 

１～３ （略） 

４ 会社役員（社外役員を除く。）が当該銀行の支配人その他の使用人を兼ねている場合における

当該支配人その他の使用人としての報酬等の金額を欄外に記載すること（報酬以外の金額につ

いては、その金額を括弧内書すること。）。 

５ 会社役員に対する定款又は株主総会で定められた報酬限度額を欄外に記載すること。ただし、

委員会設置会社にあつては、記載を要しない。  

別紙様式第９号の２（第 20 条第１項関係） 

年    月    日から 

第    期                         事業報告 

年    月    日まで 

 

（略） 

 

１ 当行の現況に関する事項 

⑴～⑹ （略） 

⑺  事業譲渡等の状況 

 

（略） 

 

（記載上の注意） 

（略） 

１・２ （略） 

３ 他の会社（外国会社を含む。）の株式その他の持分又は新株予約権等の取得のうち重要なもの 

 

４ （略） 

⑻ （略） 

 

２ 会社役員（取締役、会計参与、監査役及び執行役）に関する事項  

⑴ （略） 

⑵  会社役員に対する報酬等 

（単位：百万円） 

区 分 報 酬 等 
定款又は株主総会で定められた報 

酬限度額 

取 締 役   

会 計 参 与   

監 査 役   

執 行 役   

計   

（記載上の注意） 

１～３ （略） 

４ 「報酬等」には、会社役員（社外役員を除く。）が当該銀行の支配人その他の使用人を兼ねて

いる場合における当該支配人その他の使用人としての報酬等を含み、当該金額を欄外に記載す

ること（報酬以外の金額については、その金額を括弧内書すること。）。 

（新設） 

 



○銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)  別紙様式第９号の２ 

改正案 現行 

６・７ （略） 

（削る） 

（以下略） 

５・６ （略） 

７ 委員会設置会社にあつては、「定款又は株主総会で定められた報酬限度額」の設欄は要しない。 

（以下略） 

 



○銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)  別紙様式第１１号 

 

改正案 現行 

別紙様式第 11 号（第 34 条の 24 第１項関係）                       （日本工業規格Ａ４） 

 

（略） 

 

目        次 

第１・２ （略） 

（記載上の注意） 
１～４ （略） 

５ 上場会社等（金融商品取引法第 24 条の４の７第１項の規定により四半期報告書（同項に規定

する四半期報告書をいう。以下この５において同じ。）を提出しなければならない会社（同条第

２項の規定により四半期報告書を提出する会社を含む。）をいう。）である銀行持株会社にあつ

ては、この様式中、第２ 中間連結財務諸表については、一般に公正妥当と認められる中間連

結財務諸表の作成基準に準じて作成すること。 
 

（略） 
 

第２    中間連結財務諸表 
 

（略） 

 

２  第  期中 （     年    月    日現在）中間連結貸借対照表 

 

（略） 

 

（記載上の注意） 

１ （略） 

⑴～⑸  （略）  

（削る） 

 

（削る） 

（削る） 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

（削る） 

別紙様式第 11 号（第 34 条の 24 第１項関係）                       （日本工業規格Ａ４） 

 

（略） 

 

目        次 

第１・２ （略） 

（記載上の注意） 
１～４ （略）  

  （新設） 
 
 
 
 
 

（略） 
 

第２    中間連結財務諸表 
 

（略） 

 

２  第  期中 （     年    月    日現在）中間連結貸借対照表 

 

（略） 

 

（記載上の注意） 

１ （略） 

⑴～⑸  （略） 

⑹  有形固定資産及び無形固定資産の償却年数又は残存価額を変更したときは、その旨。ただ

し、その変更が軽微であるときは、この限りでない。 

⑺  有形固定資産の減価償却累計額及び圧縮記帳額 

⑻  資産に係る引当金を直接控除した場合における資産の資産科目別の引当金の金額（一括し

て注記することが適当な場合にあつては、適宜一括した引当金の金額） 

⑼ 銀行持株会社の取締役、監査役及び執行役との間の取引による当該取締役、監査役及び執

行役に対する銀行持株会社及びその子会社等の金銭債権があるときは、その総額。ただし、

子会社等である金融機関との間の総合口座取引における当座貸越及び預金又は長期信用銀行

債等（預金保険法第２条第２項第５号に規定する長期信用銀行債等をいう。以下同じ。）を担

保とする貸付金（担保とされた預金及び長期信用銀行債等の総額を超えないものに限る。）は、

この限りでない。 

⑽ 銀行持株会社の取締役、監査役及び執行役との間の取引による当該取締役、監査役及び執



○銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)  別紙様式第１１号 

改正案 現行 

 

 

⑹～⒂  （略） 

２～６ （略） 

（以下略） 

行役に対する銀行持株会社及びその子会社等の金銭債務があるときは、その総額。ただし、

預金及び長期信用銀行債等はこの限りでない。 

⑾～⒇ （略） 

２～６ （略） 

（以下略） 

 



○銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)  別紙様式第１２号 

 

改正案 現行 

別紙様式第 12 号（第 34 条の 24 第２項関係）                        （日本工業規格Ａ４）

 

（略） 

 

第２     連結財務諸表 

 

（略） 

 

２  第  期末 （     年    月    日現在）連結貸借対照表 

 

（略） 

 

（記載上の注意） 

１ （略） 

⑴～⑻ （略） 

⑼ リースにより使用する有形固定資産及び無形固定資産に関する事項（会社計算規則第 139

条の規定に従い記載すること。） 

⑽～(21) （略） 

２～７ （略） 

（以下略） 

別紙様式第 12 号（第 34 条の 24 第２項関係）                        （日本工業規格Ａ４） 

 

（略） 

 

第２     連結財務諸表 

 

（略） 

 

２  第  期末 （     年    月    日現在）連結貸借対照表 

 

（略） 

 

（記載上の注意） 

１ （略） 

⑴～⑻ （略） 

⑼ リースにより使用する有形固定資産に関する事項（会社計算規則第 139 条の規定に従い記

載すること。） 

⑽～(21) （略） 

２～７ （略） 

（以下略） 

 



○銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)  別紙様式第１３号 

 

改正案 現行 

別紙様式第 13 号（第 34 条の 25 第１項及び第４項関係） 

第１    第        期    中  間  決    算    公    告 

 

（略） 

 

中間連結貸借対照表（     年    月    日現在） 

 

（略） 

 

（記載上の注意） 

１ （略） 

２ （略） 

⑴～⑸ （略） 

（削る） 

 

（削る） 

（削る） 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

（削る） 

 

 

⑹～⒃ （略） 

３～７ （略） 

 

（略） 

 

第２  第        期    中  間  決    算    公    告（要旨） 

 

（略） 

 

中間連結貸借対照表（     年    月    日現在） 

 

（略） 

別紙様式第 13 号（第 34 条の 25 第１項及び第４項関係） 

第１    第        期    中  間  決    算    公    告 

 

（略） 

 
中間連結貸借対照表（     年    月    日現在） 

 

（略） 

 

（記載上の注意） 

１  （略） 

２ （略） 

⑴～⑸ （略） 

⑹  有形固定資産及び無形固定資産の償却年数又は残存価額を変更したときは、その旨。ただ

し、その変更が軽微であるときは、この限りでない。 

⑺  有形固定資産の減価償却累計額及び圧縮記帳額 

⑻  資産に係る引当金を直接控除した場合における資産の資産科目別の引当金の金額（一括し

て注記することが適当な場合にあつては、適宜一括した引当金の金額） 

⑼ 銀行持株会社の取締役、監査役及び執行役との間の取引による当該取締役、監査役及び執

行役に対する銀行持株会社及びその子会社等の金銭債権があるときは、その総額。ただし、

子会社等である金融機関との間の総合口座取引における当座貸越及び預金又は長期信用銀行

債等（預金保険法第２条第２項第５号に規定する長期信用銀行債等をいう。以下同じ。）を担

保とする貸付金（担保とされた預金及び長期信用銀行債等の総額を超えないものに限る。）は、

この限りでない。 

⑽ 銀行持株会社の取締役、監査役及び執行役との間の取引による当該取締役、監査役及び執

行役に対する銀行持株会社及びその子会社等の金銭債務があるときは、その総額。ただし、

預金及び長期信用銀行債等はこの限りでない。 

⑾～(21) （略） 

３～７ （略）   

 

（略） 

 

第２  第        期    中  間  決    算    公    告（要旨） 

 

（略） 

 

中間連結貸借対照表（     年    月    日現在） 

 

（略） 



○銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)  別紙様式第１３号 

改正案 現行 

 

（記載上の注意） 

１  （略） 

⑴～⑷  （略） 

（削る） 

⑸～⑺ （略） 

２・３ （略）  

（以下略） 

 

（記載上の注意） 

１  （略） 

⑴～⑷  （略） 

⑸ 有形固定資産の減価償却累計額及び圧縮記帳額 

⑹～⑻ （略） 

２・３ （略） 

（以下略） 

 



○銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)  別紙様式第１３号の２ 

 

改正案 現行 

別紙様式第 13 号の２（第 34 条の 25 第１項及び第４項関係） 

第１    第        期     決   算   公   告 

 

（略） 

 

連結貸借対照表（     年    月    日現在） 

 

（略） 

 

（記載上の注意） 

１  （略） 

２ （略） 

⑴～⑻ （略）  

⑼ リースにより使用する有形固定資産及び無形固定資産に関する事項（会社計算規則第 139

条の規定に従い記載すること。） 

⑽～(22) （略） 

３～８ （略） 

（以下略） 

別紙様式第 13 号の２（第 34 条の 25 第１項及び第４項関係） 

第１    第        期     決   算   公   告 

 

（略） 

 

連結貸借対照表（     年    月    日現在） 

 

（略） 

 

（記載上の注意） 

１  （略） 

２ （略） 

⑴～⑻ （略）  

⑼ リースにより使用する有形固定資産に関する事項（会社計算規則第 139 条の規定に従い記

載すること。） 

⑽～(22) （略） 

３～８ （略） 

（以下略） 

 



○銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)  別紙様式第１４号 

 

改正案 現行 

別紙様式第 14 号（第 34 条の 28 第１項関係） 

年    月    日から 

第    期                        事業報告 

年    月    日まで 

 

（略） 

 

１ 当社の現況に関する事項 

⑴～⑺ （略） 

⑻ 事業譲渡等の状況 

 

（略） 

 

（記載上の注意） 

（略） 

１・２ （略） 

３ 他の会社（外国会社を含む。）の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分のうち重

要なもの 

４ （略） 

⑼ （略） 

 

２ 会社役員（取締役、会計参与、監査役及び執行役）に関する事項  

⑴ （略） 

⑵  会社役員に対する報酬等 

（単位：百万円） 

区 分 報  酬  等 

取 締 役  

会 計 参 与  

監 査 役  

執 行 役  

計  

（記載上の注意） 

１～３ （略） 

４ 会社役員（社外役員を除く。）が当該銀行持株会社の支配人その他の使用人を兼ねている場合

における当該支配人その他の使用人としての報酬等の金額を欄外に記載すること（報酬以外の

金額については、その金額を括弧内書すること。）。 

５ 会社役員に対する定款又は株主総会で定められた報酬限度額を欄外に記載すること。ただし、

委員会設置会社にあつては、記載を要しない。 

別紙様式第 14 号（第 34 条の 28 第１項関係） 

年    月    日から 

第    期                        事業報告 

年    月    日まで 

 

（略） 

 

１ 当社の現況に関する事項 

⑴～⑺ （略） 

⑻ 事業譲渡等の状況 

 

（略） 

 

（記載上の注意） 

（略） 

１・２ （略） 

３ 他の会社（外国会社を含む。）の株式その他の持分又は新株予約権等の取得のうち重要なもの 

 

４ （略） 

⑼ （略） 

 

２ 会社役員（取締役、会計参与、監査役及び執行役）に関する事項  

⑴ （略） 

⑵  会社役員に対する報酬等 

（単位：百万円） 

区 分 報  酬  等 
定款又は株主総会で定められた報 

酬限度額 

取 締 役   

会 計 参 与   

監 査 役   

執 行 役   

計   

（記載上の注意） 

１～３ （略） 

４ 「報酬等」には、会社役員（社外役員を除く。）が当該銀行持株会社の支配人その他の使用人

を兼ねている場合における当該支配人その他の使用人としての報酬等を含み、当該金額を欄外

に記載すること（報酬以外の金額については、その金額を括弧内書すること。）。 

（新設） 

 



○銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)  別紙様式第１４号 

改正案 現行 

６・７ （略） 

（削る） 

（以下略） 

５・６ （略） 

７ 委員会設置会社にあつては、「定款又は株主総会で定められた報酬限度額」の設欄は要しない。 

（以下略） 
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